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情報系仮想基盤機器等賃貸借
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令和８年６月
穴水町
第１条　目的
この仕様書は、令和元年度に構築した情報系仮想サーバ、ネットワーク機器及び関連ソフトウェア（以下「機器等」という。）の更新に係る賃貸借について必要な事項を定めるものである。
本業務は、機器等を賃貸借方式により調達し、システムの安定稼働、情報セキュリティの向上及び運用管理の効率化を図ることを目的とする。

第２条　調達範囲
本業務の調達範囲は以下のとおりとする。
（１）サーバ
（２）ソフトウェアライセンス
（３）ネットワーク機器
（４）バックアップストレージ
（５）その他、本賃貸借で必要なもの

第３条　納入場所
石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
穴水町役場2階サーバ室

第４条　機器等の要件
１．共通要件
（１）機器等はすべて新品であること。
（２）機器等は製造及び保守サポートが継続されている製品であること。
（３）機器等は国内に保守体制を有し、障害発生時に迅速な対応が可能であること。
（４）導入後5年以上の部品供給及び国内において保守サービスが提供可能であること。
（５）機器等の納入期限は、令和8年12月28日とする。
（６）本契約の賃貸借期間は、機器等の納入及び検収が完了した日の属する月の翌月から
起算し、60ヶ月間とする。
　（７）機器等の保守（メーカー保証）開始日は、検収完了日以降から起算すること。
ソフトウェアライセンス及びその他期間に定めのあるライセンスは、発注者が使用を開始す
る時点で有効であり、賃貸借期間中、継続して利用できること。
また、機器の納入遅延等により、発注者が使用できない期間にライセンスの有効期間が実質
的に消化されることのないよう配慮すること。
（８）納入する機器のセットアップ及び設置・撤去は含めないものとする。
（９）納入する機器等（物理的なもの）には、所有権を示すシールを貼付すること。
(10) 受注者は、賃貸借期間中、機器等に対して動産総合保険を付保するものとし、その費用は
賃貸借料に含むものとする。

２．サーバ要件
調達するサーバ機器は、NEC、富士通、日立、Dell、HPEのいずれかの製品とすること。

第５条　機器等仕様
機器等仕様については別紙「機器等仕様一覧」のとおりとする。

第６条　納入条件
（１）機器は発注者が指定する場所へ搬入し、納入すること。
（２）納入日時については発注者と協議の上決定すること。
（３）搬入及び納入に要する費用は受注者の負担とすること。
（４）調達する機器等は60ヶ月の賃貸借契約とし、期間満了後は、穴水町に無償譲渡するものと
する。ただし、譲渡に伴う所有権移転の諸手続きは受注者が行うものとする。

第７条　その他
　（１）調達する機器等が製造終了、モデルチェンジその他の理由により調達できなくなった場合
は、同等以上の性能を有する後継機種への変更について、事前に発注者と協議し承認を得る
こと。
（２）本仕様書に記載のない事項であっても、本業務の履行上必要となる付属品、ライセンスその
他の構成品については受注者の負担により準備すること。

第８条　特記事項
天災地変、感染症の流行、半導体不足、物流停滞、国際情勢の変化その他受注者の責に帰することができない事由により、納入期限までに機器等の納入が困難となった場合は、受注者は速やかに発注者へ報告するものとする。
この場合、発注者及び受注者は協議の上、納入期限その他必要な事項を変更することができるものとする。
本仕様書に定めのない事項又は本仕様書の解釈について疑義が生じた場合は、発注者及び受注者が協議の上、これを定めるものとする。

以上



